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Ａ
Ｎ
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民
主
主
義
を
も
た
ら
す
か
？

　

二
〇
〇
八
年
末
に
発
効
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
と
し
て
民
主
主
義
の
推
進
を
明
記
し
た
。
こ
の
原
則
に

基
づ
い
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
取
り
組
み
の
活
動
計
画
と
し
て

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
提
示
し
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
政
治
・
安
全
保
障
共
同
体
の
青
写
真
」
を
紹
介
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

の
政
治
的
意
思
を
探
る
。

鈴
木
早
苗

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
原
則
と
民
主
主
義
の
推

進
の
相
克

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
一
九
六
七
年
の
設
立
以
来
、
加
盟
国
の
内
政
問
題
に
干
渉
し

な
い
と
い
う
「
内
政
不
干
渉
原
則
」
を
加
盟
国
間
の
政
治
協
力
の
基
本
原
則
と

し
て
き
た
。
そ
の
一
方
、
二
〇
〇
三
年
以
降
に
は
、
民
主
主
義
の
推
進
を
新
し

い
原
則
と
し
て
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
民
主
主
義
を
推

進
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
加
盟
各
国
の
政
治
体
制
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
も

つ
な
が
る
た
め
、
内
政
不
干
渉
原
則
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
は
、
内
政
不
干
渉
原
則
を
適
用
す
べ
き
「
内
政
問
題
」
の
範
囲
を
狭
め
る
こ

と
で
、
両
原
則
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
取

り
組
み
に
関
す
る
活
動
計
画
が
、
二
〇
〇
九
年
二
月
二
六
日
か
ら
三
月
一
日
に

か
け
て
タ
イ
の
チ
ャ
ア
ム
・
フ
ア
ヒ
ン
で
開
催
さ
れ
た
首
脳
会
議
に
提
出
さ
れ

た
。
そ
れ
が
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
政
治・安
全
保
障
共
同
体
の
青
写
真
」で
あ
る（
以

下
、「
青
写
真
」）（
参
考
文
献
①
）。
こ
の
青
写
真
に
は
、
加
盟
国
の
民
主
化
や

民
主
的
制
度
の
機
能
強
化
を
目
指
そ
う
と
す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
意
図
が
う
か

が
わ
れ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
一
九
六
七
年
の
設
立
以
来
、
加
盟
国
間
の
政
治
協
力
を
行
っ
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て
き
た
が
、
近
年
、
そ
の
政
治
協
力
の
性
質
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
内
政
不
干

渉
原
則
は
、
国
連
憲
章
に
も
明
記
さ
れ
た
主
権
国
家
関
係
を
律
す
る
一
般
原
則

で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
も
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
加
盟
国

間
の
善
隣
外
交
に
寄
与
し
て
い
る
。
し
か
し
近
年
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
こ
の
原

則
を
適
用
す
べ
き
「
内
政
問
題
」
の
範
囲
を
徐
々
に
狭
め
つ
つ
あ
る
。
そ
の
典

型
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
対
応
で
あ
る
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
お
け
る
軍
事
政
権
の
非
民
主
主
義
的
な
行
為
は
、
長
く
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
欧
米
諸
国
と
の
軋
轢
を
生
ん
で
き
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、

一
九
八
九
年
に
国
軍
が
民
主
化
運
動
を
弾
圧
し
て
以
降
、
二
〇
年
に
わ
た
っ
て

軍
政
が
続
い
て
お
り
、
軍
事
政
権
は
民
主
化
勢
力
と
の
対
話
を
拒
む
な
ど
民
主

化
へ
の
取
り
組
み
は
停
滞
し
て
い
る
。
軍
事
政
権
に
よ
る
市
民
の
弾
圧
も
断
続

的
に
続
い
て
お
り
、
深
刻
な
人
権
侵
害
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
国
際

社
会
か
ら
強
い
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
も
、
二
〇
〇
三
年
六
月
の
定
例
外
相
会
議
以
降
、
ミ
ャ
ン
マ
ー

の
国
内
情
勢
に
対
す
る
懸
念
を
継
続
的
に
表
明
し
て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

す
な
わ
ち
、Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、外
相
会
議
の
共
同
声
明
の
な
か
で
、ミ
ャ
ン
マ
ー

に
対
し
て
民
主
化
勢
力
と
の
対
話
を
含
む
国
民
和
解
と
民
主
主
義
体
制
へ
の
移

行
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
の
外
相
会
議
で
は
、
他
の
加
盟
国

か
ら
の
圧
力
を
受
け
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
外
相
会
議
の
議
長
国
を
辞
退
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
に
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
僧
侶
を
中
心
と
し
た
デ
モ

が
発
生
し
、
デ
モ
に
参
加
し
た
市
民
が
軍
事
政
権
に
よ
る
弾
圧
を
受
け
た
こ
と

に
対
し
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
憂
慮
の
念
を
表
明
し
て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。

こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
取
り
組
み
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
民
主
主
義
の

推
進
を
原
則
に
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
。
こ
の
新
し
い
原

則
が
初
め
て
掲
げ
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
首
脳
会

議
で
発
表
さ
れ
た
第
二
協
和
宣
言
に
お
い
て
で
あ
る
（
参
考
文
献
④
）。
第
二

協
和
宣
言
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
三
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同

体
の
構
築
を
目
指
す
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
。
三
つ
の
柱
と
は
安
全
保
障
共
同
体

と
経
済
共
同
体
、
社
会
・
文
化
共
同
体
で
あ
る
。
特
に
安
全
保
障
共
同
体

（A
SEA

N
 Security Com

m
unity

）
の
構
築
に
お
い
て
は
「
こ
の
地
域
の

諸
国
家
が
、
公
正
で
民
主
的
か
つ
調
和
的
な
環
境
（just, dem

ocratic and 

�
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harm
onious environm

ent

）
で
平
和
に
共
存
す
る
た
め
に
、
政
治
な
ら

び
に
安
全
保
障
協
力
を
促
進
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
と
し
た
。
第
二
協
和
宣
言

の
発
表
は
、
二
〇
〇
三
年
の
首
脳
会
議
の
議
長
国
で
一
九
九
八
年
以
降
民
主
化

を
進
め
て
い
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

二
〇
〇
八
年
末
に
発
効
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（
以
下
、「
憲
章
」）
で
は
、

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
新
し
い
原
則
と
し
て
法
の
支
配
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
人
権

保
護
、民
主
主
義
や
立
憲
政
府
の
原
則
が
掲
げ
ら
れ
た
（
序
文
、第
二
条
）（
参

考
文
献
⑤
）。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
政
治
体
制
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ

イ
と
い
っ
た
民
主
主
義
国
か
ら
、
共
産
主
義
体
制
や
軍
政
な
ど
非
民
主
主
義
体

制
を
と
る
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い
っ
た
国
ま
で
様
々
で
あ
る
。

民
主
主
義
体
制
で
は
な
い
加
盟
国
が
含
ま
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
諸
国
が
民
主
主
義
の
重
視
を
打
ち
出
す
こ
と
で
合
意
し
た
の
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
対
外
的
イ
メ
ー
ジ
の
向
上
を
狙
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
際
社
会
に
お
い
て

民
主
主
義
の
理
念
は
定
着
し
つ
つ
あ
り
、
国
際
機
構
や
地
域
機
構
が
民
主
主
義

の
理
念
を
原
則
に
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

は
、
国
際
標
準
と
な
っ
た
民
主
主
義
の
理
念
を
組
織
の
原
則
と
し
て
採
用
す
る

こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
「
立
派
な
」
地
域
機
構
で
あ
る
こ
と
を
ア

ピ
ー
ル
し
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
会
議
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
民
主
化
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て
、
一
加
盟
国
で
あ
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
内
政
干
渉
だ
と
し
て
明
示
的
に
異

を
唱
え
な
い
の
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
外
か
ら
の
民
主
化
圧
力
を
無
視
す
る
こ
と

は
政
権
を
維
持
し
て
い
く
上
で
得
策
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、
民
主
化
に
向
け
た
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
提
示
し
、
国
際

連
合
代
表
の
訪
問
を
受
け
る
な
ど
民
主
化
の
取
り
組
み
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
内
政
不
干
渉
原
則
を
基
本
と
し
つ
つ
も
、
民

主
主
義
の
推
進
を
目
標
に
掲
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
、
今

後
は
加
盟
国
に
よ
る
非
民
主
主
義
的
な
行
為
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
全
体
に
と
っ

て
の
脅
威
と
と
ら
え
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
く
構
え
を
み
せ
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
一
致
し
て
い
る
の
は
、
民
主
主
義
の
推
進
を
打
ち

出
す
こ
と
で
欧
米
諸
国
と
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
必
要
性
に
過
ぎ
な
い
。

具
体
的
な
方
策
を
探
る
段
階
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
の
意
見
対
立
は
先
鋭
化
す

る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
は
民
主
化
の
進
展
を
強
調
す
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ

う
に
、
実
際
に
は
民
主
化
へ
の
取
り
組
み
は
停
滞
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
て
い

る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
情
勢
に
意
見
を
表
明
す
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
変
化
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
情
勢
に
対
し
て
懸
念
を
表
明
す
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的

な
取
り
組
み
に
関
し
て
は
国
連
に
期
待
す
る
し
か
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
推
進
は
、
単
に
掛
け
声
に

関連年表

2003年６月 第36回ASEAN定例外相会議（プノンペン、カンボジア）
　共同声明で初めてミャンマーに民主化を明示的に要求。
　（以後、定例外相会議の共同声明で継続的に表明）

2003年10月 第9回ASEAN首脳会議（バリ、インドネシア）
　第二協和宣言の発表

2004年11月 第10回ASEAN首脳会議（ビエンチャン、ラオス）
　ビエンチャン行動計画の発表

2005年７月 第38回ASEAN定例外相会議（ビエンチャン、ラオス）
　ミャンマーが外相会議の議長国を辞退。

2007年９月 ASEAN非公式外相会議（ニューヨーク、米国）
定例外相会議の議長国シンガポール外相が、ASEANを代表し
て、ミャンマー政府のデモ弾圧行為に抗議する声明を発表。

2008年12月 ASEAN特別外相会議（ジャカルタ、インドネシア）
　ASEAN憲章の発効

2009年2-3月 第14回ASEAN首脳会議（チャアム・フアヒン、タイ）
　ASEAN政治・安全保障共同体の青写真の発表

（出所）筆者作成。
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終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
。
内
政
不
干
渉
原
則
を
基
本
と
し
つ
つ
、
東
南
ア
ジ
ア

地
域
に
民
主
的
な
秩
序
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
お
こ
な
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
以
下
で
は
、
青
写
真
を
も
と
に
そ

の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る
。

●
民
主
主
義
の
推
進
に
向
け
た
取
り
組
み

民
主
主
義
の
推
進
と
い
う
新
し
い
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
は
、
青
写
真
の
「
加

盟
国
の
政
治
発
展
（political developm

ent

）」
の
た
め
の
協
力
と
「
市
民

重
視
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
（people-oriented A

SEA
N

）」
と
い
う
目
標
に
反

映
さ
れ
て
い
る
。

加
盟
国
の
政
治
発
展
の
た
め
の
協
力
が
最
初
に
具
体
化
さ
れ
た
の
は
、

二
〇
〇
四
年
に
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
で
開
催
さ
れ
た
首
脳
会
議
に
提
出
さ
れ
た
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画
に
お
い
て
で
あ
る
（「
ビ
エ
ン
チ
ャ

ン
行
動
計
画
」）。
こ
こ
で
は
、
安
全
保
障
共
同
体
の
目
標
で
あ
る
「
公
正
で
民

主
的
か
つ
調
和
的
な
環
境
」
を
作
る
一
環
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
加
盟
国
の

政
治
発
展
を
目
指
す
こ
と
が
謳
わ
れ
た
（
参
考
文
献
⑥
）。
具
体
的
に
は
、
民

主
的
制
度
や
国
民
参
加
（popular participation

）
の
強
化
、
法
の
支
配

の
徹
底
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
促
進
、
汚
職
防
止
、
人
権
保
護
な
ど
に
取
り

組
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
市
民
重
視
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
の
実
現
は
、
憲
章
に
明
記
さ
れ
た
目
標
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
憲
章
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
社
会
の
全
て
の
人
々
が
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
の
共
同
体
構
築
に
参
加
し
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
「
市
民
重
視
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
」
を
追
求
す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
市
民
重
視
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
」
と
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
社
会
開
発
を
重
視
す
る
こ
と
な
ど
様
々
な
側

面
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
活
動
に
市
民
が
参

加
す
る
こ
と
を
促
す
と
い
う
意
味
に
限
定
す
る
。

憲
章
に
明
記
さ
れ
た
こ
の
目
標
も
、
す
で
に
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
行
動
計
画
の
な

か
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
計
画
の
政
治
発
展
協
力
の
項
目
に
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
共
同
体
構
築
を
進
め
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
様
々
な
活
動
に
市
民
の
参
画
を

促
す
た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員
会
議
（A

SEA
N
 Inter-Parliam

entary 
A
ssem

bly

）
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
議
会
（A

SEA
N
 People's A

ssem
-

bly

）、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
戦
略
国
際
問
題
研
究
所
連
合
（A

SEA
N
-ISIS

）
な
ど

の
団
体
と
政
府
関
係
者
と
が
意
見
を
交
換
す
る
場
を
継
続
的
に
設
け
る
こ
と
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
の
憲
章
で
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
こ
の
地
域

に
住
む
人
々
や
加
盟
国
が
互
い
に
平
和
共
存
で
き
る
よ
う
な
公
正
で
民
主
的
か

つ
調
和
的
な
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
（
第
一
条
）。
こ
の
一

文
に
は
、「
市
民
重
視
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
を
目
指
す
と
い
う
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

の
意
図
が
う
か
が
え
る
。
憲
章
以
前
の
文
書
で
は
「
公
正
で
民
主
的
か
つ
調
和

的
な
環
境
に
お
い
て
こ
の
地
域
の
諸4
国
家
4

4

（the countries in the re-
gion

）
が
平
和
に
共
存
す
る
こ
と
」
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
憲
章
で
は

「
人
々
と
加
盟
国

4

4

4

4

4

4

（the peoples and M
em
ber States of A

SEA
N

）

が
平
和
に
共
存
す
る
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
表
現
が
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
組
織
の
目
的
と
し
て
加
盟
国
間
の
平
和
共
存
だ
け
で

な
く
、
市
民
（
あ
る
い
は
加
盟
諸
国
民
）
間
の
平
和
共
存
も
視
野
に
入
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

憲
章
の
方
針
を
取
り
入
れ
、
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
行
動
計
画
を
さ
ら
に
具
体
化
し

た
の
が
今
回
と
り
あ
げ
る
青
写
真
で
あ
る
。
加
盟
国
の
政
治
発
展
の
た
め
の
協

力
に
つ
い
て
は
、
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
行
動
計
画
で
は
、
法
の
統
治
の
徹
底
な
ど
目

標
を
掲
げ
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
た
の
に
対
し
、
青
写
真
で
は
、
目
標
を
達
成

す
る
た
め
の
具
体
的
な
活
動
計
画
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
青
写
真
に
お

い
て
も
、
人
種
、
宗
教
、
言
語
な
ど
の
違
い
を
問
わ
ず
、
多
く
の
市
民
が
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
統
合
と
共
同
体
形
成
に
参
加
し
、
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
「
市
民
重
視

の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
」
を
推
進
す
る
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
目
標
を
実
現
す

る
た
め
の
活
動
計
画
は
、
青
写
真
の
政
治
発
展
協
力
の
な
か
に
盛
り
込
ま
れ
て

い
る
。

青
写
真
は
、（
一
）
共
通
の
価
値
と
規
範
を
も
つ
、
ル
ー
ル
遵
守
の
共
同
体
、

（
二
）
総
合
安
全
保
障
に
対
す
る
責
任
を
共
有
し
、
結
束
力
の
あ
る
平
和
で
強

靭
な
地
域
、（
三
）
統
合
さ
れ
、相
互
依
存
の
進
む
世
界
に
お
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
で
開
か
れ
た
地
域
、
と
い
う
三
つ
の
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
第
一
項
目
は

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
域
内
政
治
協
力
と
域
外
協
力
の
一
部
、
第
二
項
目
は
、
伝
統
的
・

非
伝
統
的
安
全
保
障
協
力
や
紛
争
解
決
な
ど
を
含
む
域
内
安
全
保
障
協
力
、
第
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三
項
目
は
域
外
協
力
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
活
動
計
画
を
提
示
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
、
第
一
項
目
に
お
さ
め
ら
れ
た
「
加
盟
国
の
政
治
発
展
協
力
」
を
中
心
的

に
取
り
上
げ
る
。

●
青
写
真
に
お
け
る
政
治
発
展

加
盟
国
の
政
治
発
展
に
関
す
る
協
力
と
し
て
青
写
真
が
掲
げ
た
内
容
に
は
、

加
盟
国
の
政
治
シ
ス
テ
ム
（
以
下
の
内
容
か
ら
、「
政
治
制
度
」
と
言
い
換
え

て
差
し
支
え
な
い
と
考
え
る
）、
文
化
、
歴
史
へ
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ

と
や
、
情
報
の
自
由
化
に
取
り
組
む
こ
と
、
法
の
支
配
や
司
法
制
度
を
強
化
す

る
こ
と
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
推
進
す
る
こ
と
、
人
権
保
護
や
汚
職
撲
滅
に

取
り
組
む
こ
と
、
教
育
の
場
で
民
主
主
義
の
理
念
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
な
ど
が

含
ま
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
民
主
主
義
体
制
と
は
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
の
実
施
な
ど
の
政
治

的
自
由
や
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
市
民
的
自
由
が
保
障
さ
れ
た
政
治
体
制
を
さ

す
。
右
に
列
挙
し
た
協
力
項
目
か
ら
判
断
す
る
と
、
青
写
真
は
民
主
主
義
の
重

要
性
を
強
調
す
る
も
の
の
、
自
由
で
公
正
な
選
挙
の
実
施
な
ど
民
主
主
義
体
制

を
実
現
す
る
た
め
の
諸
要
素
に
明
示
的
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
明
示
的

な
活
動
計
画
で
あ
る
法
に
よ
る
支
配
の
徹
底
や
汚
職
撲
滅
、
司
法
制
度
の
強
化

は
、
民
主
的
制
度
と
深
く
関
係
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
各
国
の
統
治
機
能

を
強
化
す
る
対
策
と
捉
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
青
写
真
に
お
け
る
政
治
発

展
の
協
力
と
は
（
一
）
各
国
の
政
治
制
度
に
関
す
る
対
話
を
促
進
す
る
こ
と
、

お
よ
び
（
二
）
統
治
機
能
の
強
化
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

民
主
主
義
や
民
主
化
と
政
治
発
展
と
の
関
係
に
つ
い
て
青
写
真
が
曖
昧
な
記

述
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
文
書
の
採
択
に
非
民
主
主
義
的
な
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
合
意
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
青
写

真
は
、
現
時
点
で
全
加
盟
国
が
合
意
で
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
内
容
を
盛
り
込
ん
だ

活
動
計
画
で
あ
る
と
い
え
る
。
以
下
で
は
、
政
治
発
展
協
力
と
し
て
青
写
真
が

挙
げ
た
項
目
の
詳
細
を
み
て
い
く
。

●
政
治
制
度
に
関
す
る
対
話
促
進

青
写
真
に
は
、
各
国
の
政
治
制
度
に
関
す
る
相
互
理
解
を
深
め
る
た
め
、
政

府
関
係
者
や
非
政
府
団
体
が
参
加
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
セ
ミ
ナ
ー
、
学
会

な
ど
い
わ
ゆ
る
「
ト
ラ
ッ
ク
2
（T

rack 2

）」
の
会
合
を
年
二
回
開
催
す
る

と
あ
る
。
加
盟
各
国
の
政
治
制
度
に
つ
い
て
一
般
市
民
向
け
に
定
期
刊
行
物
を

出
版
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
政
治
制
度
の
相
互
理

解
の
た
め
に
以
下
の
二
つ
の
活
動
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ひ
と
つ
は
、
民
主
的
制
度
、
男
女
平
等
の
原
則
、
国
民
参
加
な
ど
に
関
す
る

経
験
を
共
有
す
る
た
め
に
、
セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
こ
と

で
あ
る
。
民
主
主
義
国
と
非
民
主
主
義
国
か
ら
構
成
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
場

合
、
こ
の
活
動
は
民
主
主
義
的
な
制
度
を
導
入
し
て
い
る
加
盟
国
が
、
そ
う
で

な
い
加
盟
国
を
教
育
す
る
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
活
動
は
、
加
盟
国
が
選
挙
監
視
に
成
功
し
た
事
例
（best 

practice

）
を
集
め
る
努
力
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
青
写
真
が
「
選
挙
」
に
言

及
し
た
の
は
こ
の
一
文
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
活
動
が
加
盟
国
に
選
挙
監
視
の
実

施
を
促
す
取
り
組
み
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
は
若
干
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
選
挙
監
視
に
言
及
し
た
こ
と
は
、
公
正
で
自
由
な
選
挙
の
実
施
に
努
め

て
い
こ
う
と
い
う
意
思
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
各
国
の
政
治
制

度
に
関
す
る
相
互
理
解
の
一
環
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
活
動
は

各
国
の
政
治
制
度
に
民
主
主
義
を
浸
透
さ
せ
る
試
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
と
密
接
に
関
連
す
る
の
は
、
青
写
真
が
加
盟
国
間
の
情
報
自
由
化
と

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
強
化
を
目
指
す
こ
と
を
盛
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
加
盟
国
の
情
報
担
当
大
臣
が
共
同
で
情
報
の
自
由
化
を
実
現
す

る
た
め
の
制
度
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
加
盟
国
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
交
流
を

活
性
化
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
各

国
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
能
力
開
発
の
た
め
に
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
制
度
や
報
道

関
係
者
の
交
流
制
度
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
実
施
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

情
報
の
自
由
化
に
取
り
組
む
こ
と
は
、
複
数
の
加
盟
国
が
実
施
す
る
メ
デ
ィ
ア

統
制
に
メ
ス
を
入
れ
る
試
み
で
も
あ
る
。
メ
デ
ィ
ア
統
制
は
、
民
主
主
義
体
制

の
重
要
な
指
標
で
あ
る
表
現
の
自
由
を
制
限
す
る
措
置
と
し
て
国
際
社
会
か
ら

批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
取
り
組
み
は
注
目
に
値
す
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
、
民
主
主
義
の
理
念
や
制
度
を
学
ぶ
こ
と
に
も
取
り
組
も
う

と
し
て
い
る
。
青
写
真
に
は
、
各
国
の
教
育
制
度
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
と
い
う
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留
保
付
き
な
が
ら
、
教
育
の
場
で
民
主
主
義
の
理
念
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
や
、

政
府
関
係
者
や
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
市
民
社
会
団
体
が
民
主
的
制
度
に
つ
い
て
意

見
交
換
や
経
験
の
共
有
が
で
き
る
よ
う
に
セ
ミ
ナ
ー
開
催
や
研
修
制
度
な
ど
の

能
力
開
発
活
動
を
推
進
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
取
り
組
み
は
、
各
国
の
政
治
体
制
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
る
だ
け
に
、

非
常
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
非
民
主
主
義
国
を
加
盟
国
と

す
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
、
各
国
の
政
治
制
度
に
関
す
る
情
報
を
共
有
す

る
こ
と
さ
え
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
背

後
に
は
、
各
国
の
政
治
制
度
に
民
主
主
義
を
根
付
か
せ
よ
う
と
す
る
一
部
加
盟

国
の
意
図
も
う
か
が
え
る
。
青
写
真
は
加
盟
国
の
民
主
化
に
つ
い
て
具
体
的
な

活
動
計
画
を
提
示
し
て
い
な
い
が
、
民
主
主
義
国
を
含
む
加
盟
国
間
の
政
治
対

話
を
促
進
す
る
こ
と
は
、
結
果
的
に
各
国
の
民
主
化
を
促
す
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
。

●
統
治
機
能
の
強
化

青
写
真
に
お
け
る
政
治
発
展
協
力
の
も
う
ひ
と
つ
の
柱
は
、
法
の
支
配
や

グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
人
権
保
護
、
汚
職
防
止
な
ど
統
治
に
関
す
る
制
度
強
化

を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
法
の
支
配
の
徹
底
は
、
他
の
取
り
組
み
に

も
関
係
す
る
基
本
的
な
課
題
で
あ
る
。
青
写
真
は
、
関
係
大
臣
会
議
や
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
法
協
会
（A
SEA

N
 Law

 A
ssociation

）
な
ど
の
関
連
団
体
を
通
じ

て
各
国
の
法
整
備
を
相
互
に
支
援
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
各
国
の
法
制
度

に
関
す
る
大
学
授
業
科
目
の
充
実
を
図
る
こ
と
や
、
国
際
法
に
関
す
る
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
こ
と
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
の
最
終
目
標
は
「
法
の
支
配
」
の
概
念
を
各
国

に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
が
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
さ

ま
ざ
ま
な
側
面
に
つ
い
て
評
価
基
準
を
作
成
す
る
計
画
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
透

明
性
の
確
保
や
説
明
責
任
の
強
化
、
市
民
参
加
の
促
進
の
た
め
産
官
学
の
協
力

関
係
を
強
化
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ま
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
係
閣
僚
会
議
の
政
策

決
定
に
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
産
官
学
の
協
力
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て

二
〇
〇
九
年
ま
で
に
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
グ
ッ
ド
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
促
進
す
る
た
め
の
活
動
で
は
、
学
者
や
民
間
セ
ク

タ
ー
の
参
画
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

汚
職
防
止
に
関
し
て
は
、
全
加
盟
国
に
対
し
て
、「
汚
職
防
止
・
撲
滅
協
力

に
関
す
る
覚
書
」
の
署
名
と
、
公
務
員
の
汚
職
防
止
に
取
り
組
む
「
国
連
腐
敗

防
止
条
約
」
の
批
准
を
求
め
て
い
る
。
汚
職
撲
滅
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
、

撲
滅
の
成
功
事
例
を
共
有
す
る
た
め
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
も
計
画
さ
れ
て
い
る
。

汚
職
防
止
・
撲
滅
協
力
に
関
す
る
覚
書
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
一
部
の
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
、
二
〇
〇
七
年
末
時
点
で
ラ
オ
ス
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
除
く
八
加
盟
国
が
署

名
し
て
い
る
。

セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催
を
通
じ
て
価
値
の
共
有
や
制
度
の
強

化
を
目
指
す
や
り
方
は
、
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
（
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
）
で
採
用
さ

れ
て
い
る
「
セ
ミ
ナ
ー
外
交
（sem

inar diplom
acy

）」
に
類
似
し
た
方
法

で
あ
る
。
セ
ミ
ナ
ー
外
交
と
は
、
外
交
官
や
公
務
員
、
学
者
、
専
門
家
な
ど
が

参
加
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
多
国
間
外
交
を
指
し
、
政
治
対
話
や
国
際
協
力
の

促
進
、
紛
争
処
理
を
目
指
し
て
共
通
の
価
値
や
規
範
を
構
築
し
て
い
く
メ
カ
ニ

ズ
ム
で
あ
る
（
参
考
文
献
⑦
）。
セ
ミ
ナ
ー
外
交
は
、
既
存
の
価
値
や
規
範
、

制
度
を
学
ぶ
と
い
う
意
味
で
、
新
規
に
参
入
す
る
人
々
に
と
っ
て
は
教
育
的
な

場
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。
最
終
的
な
目
標
は
、
セ
ミ
ナ
ー
に
参
加
し
た

政
策
担
当
者
が
、
セ
ミ
ナ
ー
で
共
有
さ
れ
、
構
築
さ
れ
た
価
値
や
ア
イ
デ
ア
を

そ
の
国
の
政
治
体
制
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｅ
の
セ
ミ
ナ
ー
外

交
は
、
冷
戦
後
に
民
主
化
を
進
め
て
い
た
旧
ソ
連
圏
の
国
家
に
対
し
、
民
主
的

な
政
治
制
度
の
導
入
を
助
け
る
役
割
を
担
っ
た
。

●
市
民
参
加
型
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
実
現
に
向
け
て

青
写
真
は
、
学
界
、
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
民
間
セ
ク
タ
ー
、
市
民
社
会
団
体
な

ど
の
非
政
府
団
体
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
奨
励

し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
市
民
参
加
型
の
地
域
機
構
を
目

指
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
加
盟
国
の
政
治
発
展
協
力
の
中

核
で
あ
る
セ
ミ
ナ
ー
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
は
非
政
府
団
体
の
参
加
が
奨
励
さ

れ
て
い
る
。
市
民
参
加
型
の
活
動
は
今
後
増
え
て
い
く
と
思
わ
れ
る
が
、
す
で
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閣
僚
と
の
意
見
交
換
や
連
携
を
図
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
人
権
問
題
の
議
論
に
市
民
社
会
団
体

な
ど
の
非
政
府
団
体
は
積
極
的
に
参
加
し
て
お
り
、
青
写
真
で
も
市
民
の
参
加

を
奨
励
し
て
い
く
方
針
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
非
政
府
団
体
は
、
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
セ
ミ
ナ
ー
外

交
を
通
じ
て
、
国
家
間
で
特
定
の
価
値
や
規
範
を
共
有
す
る
の
に
役
立
つ
。
人

権
保
護
の
対
象
拡
大
な
ど
人
権
保
護
に
関
す
る
価
値
の
共
有
は
、
市
民
社
会
団

体
の
活
動
が
活
発
に
な
る
に
つ
れ
、
政
府
が
対
応
を
強
化
し
て
い
く
と
い
う
構

図
で
進
ん
で
い
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
市
民
社
会
団
体
な
ど
非
政
府
団
体
の
活

動
が
今
後
注
目
さ
れ
る
。

●
お
わ
り
に

加
盟
国
の
政
治
発
展
の
た
め
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
セ
ミ
ナ
ー
外
交
を
中
心
と
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
部
に
は
、
各
国
の

政
治
制
度
に
関
し
て
意
見
を
交
換
し
、
民
主
主
義
の
理
念
の
浸
透
を
目
指
す
活

動
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
な
か
の
民
主
主
義
国
が
、

非
民
主
主
義
国
に
一
定
の
配
慮
を
し
つ
つ
も
こ
れ
ら
の
国
に
民
主
化
を
求
め
て

い
こ
う
と
考
え
た
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
統
治
機
能
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
必

ず
し
も
民
主
化
を
前
提
と
し
な
い
た
め
、
こ
の
取
り
組
み
と
民
主
主
義
と
の
関

係
は
曖
昧
で
あ
る
。
民
主
主
義
国
は
こ
れ
を
民
主
的
制
度
の
機
能
強
化
と
捉
え

る
一
方
、
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
非
民
主
主
義
の
加
盟
国
が
ど
の
よ
う
に
参
画

し
て
い
く
か
が
注
目
さ
れ
る
。

一
方
、
市
民
参
加
型
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
取
り
組
み
は
最
初

の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
市
民
社
会
団
体
の
活
動
は
今
後
ま
す

ま
す
活
発
に
な
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
民
主
化
な
し
に

真
の
市
民
参
加
型
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
を
実
現
す
る
に
は
限
界
が
あ
る
。

青
写
真
で
示
さ
れ
た
活
動
計
画
が
着
実
に
実
行
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
加
盟
国

に
お
け
る
民
主
化
の
進
展
が
大
き
な
カ
ギ
を
握
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
の
非
民
主
主
義
国
の
あ
い
だ
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
民
主
主
義

や
人
権
保
護
を
掲
げ
る
こ
と
自
体
に
も
反
発
が
根
強
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
国
が

民
主
主
義
や
人
権
の
理
念
を
定
着
さ
せ
る
活
動
に
積
極
的
に
参
画
す
る
か
ど
う

に
市
民
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
活
動
に
積
極
的
に
参
画
し
て
い
る
領
域
も
あ
る
。
そ

れ
は
人
権
問
題
で
あ
る
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
人
権
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内

に
鋭
い
対
立
が
あ
る
。
そ
の
典
型
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
機
関
の
設
置
問
題
で
あ

る
。
憲
章
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
人
権
問
題
を
扱
う
制
度
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人

権
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
新
た
に
盛
り
込
ん
だ
。
つ
ま
り
加
盟
諸
国
は
機
関

の
設
置
に
合
意
し
た
と
い
え
る
が
、
設
置
時
期
や
機
関
の
権
限
に
つ
い
て
は
検

討
課
題
と
し
た
（
参
考
文
献
⑧
）。
二
〇
〇
九
年
初
め
の
チ
ャ
ア
ム
・
フ
ア
ヒ

ン
で
の
首
脳
会
議
で
は
、
人
権
機
関
の
権
限
に
つ
い
て
ハ
イ
レ
ベ
ル
パ
ネ
ル
が

作
成
し
た
提
言
書
が
発
表
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
事
前
に
非
公
式
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
提
言
書
の
草
案
で
は
、
人
権
機
関
に
人
権
状
況
の
調
査
権
限
は

与
え
な
い
な
ど
、
事
実
上
機
関
の
機
能
が
骨
抜
き
に
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
内
容
の
提
言
書
で
さ
え
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
反
対
に
よ
り
首
脳
会
議

で
の
承
認
が
見
送
ら
れ
て
い
る
（Strait Tim

es, 2 M
arch 2009, p.9.

）。

一
方
、
こ
の
首
脳
会
議
で
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
（A

SEA
N
 

People's Forum

）
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
市
民
社
会
会
議
（A

SEA
N
 Civil So-

ciety Conference

）
な
ど
の
市
民
社
会
団
体
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
首
脳
と

話
し
合
い
の
機
会
を
持
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
首
脳
が
両
国
の

市
民
社
会
団
体
代
表
の
出
席
を
拒
む
と
い
う
事
態
に
失
望
感
が
広
が
っ
た
も
の

の
、
話
し
合
い
の
機
会
が
持
た
れ
た
こ
と
は
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
話

し
合
い
で
、
団
体
側
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
権
侵
害
を
強
く
非
難
し
た
（
参
考
文

献
⑨
）。

実
は
、
こ
の
首
脳
会
議
以
前
か
ら
人
権
問
題
に
お
け
る
非
政
府
団
体
と
政
府

と
の
交
流
は
す
で
に
定
例
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人
権
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
作
業
部
会
（W

orking Group for an A
SEA

N
 

H
um
an Rights M

echanism

）
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
各
国
外
相
と
の
協
議
を

継
続
的
に
行
っ
て
お
り
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
権
侵
害
問
題
や
人
権
機
関
設
置
問

題
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
提
言
を
行
っ
て
い
る
（
参
考
文
献
⑩
）。

青
写
真
に
お
い
て
は
、
人
権
問
題
へ
の
取
り
組
み
と
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
人

権
機
関
の
権
限
を
確
定
す
る
こ
と
や
、
加
盟
各
国
の
国
内
人
権
委
員
会
な
ど
既

存
の
人
権
保
護
活
動
を
評
価
す
る
こ
と
、
市
民
社
会
団
体
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
関
係
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か
に
つ
い
て
懐
疑
的
な
見
方
が
広
が
る
だ
ろ
う
。
政
治
的
に
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な

活
動
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
国
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
と
し
て
内
政
不
干
渉

原
則
を
主
張
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
内
政
不
干
渉

原
則
の
取
り
扱
い
は
変
化
し
て
い
る
。
第
二
協
和
宣
言
や
ビ
エ
ン
チ
ャ
ン
行
動

計
画
、
憲
章
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
と
し
て
内
政
不
干
渉
原
則
が
明
記
さ

れ
て
い
る
が
、
青
写
真
に
は
内
政
不
干
渉
原
則
と
い
う
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
。

青
写
真
も
全
加
盟
国
が
合
意
し
た
文
書
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
変

化
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
内
政
不
干
渉
原
則
を
適
用
す
る
範
囲
を
ま
す
ま
す

狭
め
て
い
く
こ
と
で
合
意
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
民
主
主
義
に
関
し
て
加
盟
国
間
の
相
互
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
や
、

共
通
了
解
を
確
立
す
る
た
め
に
、
セ
ミ
ナ
ー
外
交
は
有
用
で
あ
る
。
外
相
会
議

や
首
脳
会
議
な
ど
の
伝
統
的
な
会
議
外
交
で
は
政
府
代
表
が
参
加
者
と
し
て
意

思
決
定
を
行
う
。
一
方
、
セ
ミ
ナ
ー
外
交
で
は
非
政
府
団
体
も
参
加
で
き
、
必

ず
し
も
何
ら
か
の
意
思
決
定
を
要
求
さ
れ
な
い
。
意
思
決
定
を
す
る
場
で
は
、

参
加
者
は
そ
の
立
場
を
表
明
せ
ね
ば
な
ら
ず
利
害
の
違
い
が
表
面
化
し
や
す
い
。

セ
ミ
ナ
ー
外
交
で
は
意
思
決
定
を
し
な
い
こ
と
で
参
加
を
促
す
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
。
加
盟
国
の
民
主
化
を
直
接
的
に
促
す
こ
と
は
難
し
い
と
し
て
も
、

セ
ミ
ナ
ー
外
交
を
通
じ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
取
り
組
み
は
、
少
な
く
と
も
、
非
民

主
主
義
国
の
政
府
関
係
者
や
非
政
府
団
体
の
参
画
を
促
し
、
相
互
理
解
の
醸
成

や
共
通
了
解
の
確
立
の
機
会
を
提
供
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
す
ず
き　

さ
な
え
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）

《
参
考
文
献
》

①  A
SEA

N
 PO

LITICA
L-SECU

RITY CO
M

M
U

N
ITY B

LU
EPRIN

T. C
ha-

am
, Thailand, 1 M

arch 2009. 

（http://w
w

w.aseansec.org/22337.pdf

二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

② 

定
例
外
相
会
議
の
共
同
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は
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Ｅ
Ａ
Ｎ
中
央
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
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を
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二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
）

③   Statem
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inister for Foreign A
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G
eorge Yeo. N

ew
 York, 27 Septem
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（http://w
w

w.aseansec.

org/20974.htm

　

二
〇
〇
九
年
六
月
一
日
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）

④  D
eclaration of A

SEA
N

 Concord II (B
ali Concord). B

ali, Indonesia, 7 

O
ctober 2003.

（http://w
w

w.aseansec.org/15159.htm
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